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重点施策重点施策のの抽出抽出

公共交通活性化のための「２５の施策」

「１２の重点施策」

（１）課題改善の緊急性が高い施策
⇒ 交通空白地域・高齢化社会問題・地域内格差への対応

（２）市民ニーズが高い施策
⇒ 通院・通学・買い物に便利な公共交通

（３）公共交通サービスの維持・向上に関する施策
⇒ 一人ひとりが自発的に公共交通を利用し維持しようとする

意識の醸成

（４）短期間で実施可能な施策
⇒ 既存施設・路線や実施中の施策との連携の可能性

＊計画書ｐ６９

＊計画書ｐ７１



8. 8. 施策実施内容の検討施策実施内容の検討 p72p72

具体的な実験方法や検証方法などを検討する。

■バス運行に関わる施策
地域住民の移動の現状や改善要望、既存の公共交通

網などを踏まえて、利用促進策の実施に向けた方針を
検討する。
■公共交通に関するＰＲ・意識啓発に関する施策

ターゲットとする市民を設定し、現状における課題
を整理して方針を検討する。

8.3 社会実験計画の検討

７. 12の重点施策

実施内容の検討

8.2 実施方針の検討

p71

p73

p104



8.2 8.2 実施方針実施方針

（p73～103）



p73p73

施策１－４施策１－４ 三条～燕間路線バスの燕市吉田方面への連携強化三条～燕間路線バスの燕市吉田方面への連携強化

■バス網の再編

■運行時間帯
既存路線バスと「スワ

ロー号」との連携 吉田駅

分水駅

燕駅

東三条駅

燕 市
三条市循環バス
ぐるっとさん

燕三条駅

三 条 市

燕三条駅で、循
環バスが接続

ＪＲ弥彦線

Ｊ
Ｒ
越
後
線

上越新幹線

↑新潟

↓長岡↓柏崎

信濃川
燕市循環バス
スワロー号

燕三条駅へのア
クセス強化

【バス網再編イメージ】



p75p75

施策２－３施策２－３ 高速バス利用のためのパークアンドライド用駐車場の整備高速バス利用のためのパークアンドライド用駐車場の整備

■候補地
三条競馬場跡地周辺 （※河川協議・新潟国体との調整）

■駐車場料金
管理方針を検討し、他の高速バス利用のための駐車場料金を考慮して決定

■高速バス運賃割引
三条燕ＩＣ周辺バス停からの利用料金と同程度にするなど、利用インセンティ
ブを与える

■候補地
三条燕ICバス停周辺の商業施設

駐車場の確保に合わせて、高速道路周辺の路上駐車の取り締まりを強化

（１）三条競馬場跡地を利用した駐車スペースの確保（１）三条競馬場跡地を利用した駐車スペースの確保

（２）三条燕バス停周辺における駐車スペースの確保（２）三条燕バス停周辺における駐車スペースの確保

（３）路上駐車の取り締まり強化と利用ルールの徹底（３）路上駐車の取り締まり強化と利用ルールの徹底



新潟行 高速バス

【駐車場設置候補地】



新潟行 高速バス

【駐車場確保に向けた連携する商業施設候補地】



p78p78

施策２－４施策２－４ 観光客対応のデマンド型バス観光客対応のデマンド型バス((または乗合タクシーまたは乗合タクシー))の運行の運行
観光企画チケットの導入観光企画チケットの導入

■運行形態（タクシー事業者の既存サービス活用）
・起終点：燕三条駅、東三条駅
・周遊エリア：三条市、燕市、弥彦村、長岡市寺泊の主要な観光地
・運行方法：テーマに合わせ周遊ルートを設定

イベントに合わせバスを運行
時刻を定め、予約があった便を運行

■観光ナビゲートサービス
・観光マップ、ガイドブック作成、歴史・文化案内人の配置

■対象とする公共交通：三条市、燕市、弥彦村、長岡市寺泊地区の主要な観光
地をむすぶ公共交通(鉄道・バス)

■チケットの内容 ：公共交通料金と施設利用券などとのセット

・インターネットや観光雑誌を活用し、観光地の情報発信に合
わせて公共交通施策をＰＲ

（１）観光客・イベント対応のデマンド型公共交通の運行（１）観光客・イベント対応のデマンド型公共交通の運行

（２）観光企画チケットの導入（２）観光企画チケットの導入

（３）ＰＲ活動の展開（３）ＰＲ活動の展開



【観光企画チケット対象エリア（案）】



p80p80

施策施策33－４－４ ・買物利便性の向上に向けた主要駅と市街地商店街および・買物利便性の向上に向けた主要駅と市街地商店街および
大規模小売店舗を結ぶバスの運行大規模小売店舗を結ぶバスの運行

・商業施設と連携した誘客チケットの導入・商業施設と連携した誘客チケットの導入

■運行ルート・運行方法
・定時定路線型の運行
・東三条駅と三条市街商店街や市中心部の主要な商業施設を結ぶルートを設定

■運行時間帯
経由する商業施設の営業時間に対応

■運行頻度
・市民の買物時間ニーズを、調査によりきめ細かく把握
・買物時間に対応した高い運行頻度を設定

・バス利用者に対する買物割引サービスの導入
・買物客のバス運賃割引サービスの導入

（１）買物利便性の向上に向けたバス運行（１）買物利便性の向上に向けたバス運行

（２）商業施設と連携した誘客チケットの導入（２）商業施設と連携した誘客チケットの導入



【運行ルート(案)】



p83p83

施策施策44－－33 高齢者用デマンド型バス高齢者用デマンド型バス((または乗合タクシーまたは乗合タクシー))の運行の運行

■利用対象
・下田地区、栄地区の運転できない、または運転が困難な方を対象
・登録会員制

■運行方法、運行頻度
・予約があった便のみ運行するデマンド方式
・電話による予約
・起終点のみ設定し、自由な経路で自宅前まで送迎→ドアツードア運行
・３０分～１時間間隔の時刻表設定
・目的地は、利用ニーズ調査によりニーズの高い施設を設定

【デマンド予約システムイメージ】

利用者 予約センター

登録者自宅への
到着時間を検索

電話予約
(1時間前までに)

予約の受付
(到着時刻を連絡)



登録者Ａ

登録者Ｂ

登録者Ｃ

登録者Ｄ

登録者Ｅ

登録者Ｆ
登録者Ｇ

起終点

病院

商業施設

往路
予約 往路

予約

復路
予約

復路
予約

予約に合わせてルート設定
ドアツードアの運行サービス

【運行イメージ】



p87p87

施策施策44－－44 地域内における学生用デマンド型地域内における学生用デマンド型バスバス
((または乗合タクシーまたは乗合タクシー))の運行の運行

■対象とする学校
・登下校距離が他に比べ長く、スクールバスを運行していない学校区

→ 大島小学校、須頃小学校、大島中学校、
井栗小学校、西鱈田小学校、大崎小学校

■運行ルート
・集落を巡回しながら、小中学校へ向かうルートを設定

■運行方法・運行期間・運行時間帯
・通年運行 (→休日にも対応)
・デマンドと定時定路線型の組み合わせによる運行

→ 平日の朝登校時、夕方下校時は定時定路線型、その他はデマンド型
・学校授業時間や学校行事に合わせて、運行時刻を設定

（１）小中学生に対応したデマンドバス(または乗合タクシー)の運行（１）小中学生に対応したデマンドバス(または乗合タクシー)の運行

（p88参照）



：小学生対応

：中学生対応

【運行ルートイメージ】



p90p90

■運行ルート
・栄、下田地区から地区外に通学する高校生
・各地区の運行頻度が高い公共交通軸にアクセスするルートを設定

栄地区：ＪＲ信越本線、下田地区：東三条駅～八木ヶ鼻温泉線バス

■運行方法
・デマンドと定時定路線型の組み合わせによる運行

→ 平日の朝登校時、夕方下校時は定時定路線型、その他はデマンド型

（２）高校生に対応したデマンドバス(または乗合タクシー)の運行（２）高校生に対応したデマンドバス(または乗合タクシー)の運行

施策施策44－－44

（p90参照）



：高校生を対象にした地域内学生用デマンドバス
（または乗合タクシー）ルートイメージ

長沢駅跡バス停

いい湯らてい

東光寺駅

帯織駅

三条市内の高校

東三条駅～八木ヶ鼻温泉線バス

ＪＲ信越本線

【運行ルートイメージ】



p92p92

■運行方法・運行ルート
・定時定路線型運行
・下田地区の長沢駅跡バス停～市中心部の高校４校へノンストップで結ぶ

施策施策44－－55 下田地区～市中心部間の通学専用バスの運行下田地区～市中心部間の通学専用バスの運行

■運行時刻
・始業時刻や下校時刻に配慮した時刻設定
・長沢駅跡での他路線との接続に配慮



【運行ルートイメージ】



p94p94

《運行見直しの考え方》

施策施策44－－66 循環バス「ぐるっとさん」の運行形態の見直し循環バス「ぐるっとさん」の運行形態の見直し

現状の問題点・課題 見直しの考え方

Ａコース

Ｂコース

●駅や高校など、三条市中
心部の主要な施設を経由し
ているが、日常的に学生の
利用が少ない。

●学生に対応した
運行サービス・利
用環境に改善

北コース

南コース

●大きく迂回するルートの
ため、目的地までの所要時
間がかかる。

●地域ごとの住民
が主体となった代
替バスの運行を検
討
⇒施策5-4で検討

●運行本数の改善
要望が多い。



p96p96

■運行本数・運行時刻の見直し
・通学、帰宅時間帯の運行本数を増強

■運行ルート
・分かりやすい運行ルートへの見直し

→Ａ・Ｂコースを同一コースに設定
・新たな運行ルートの設定

→燕三条駅を経由する路線を新設

（１）運行形態の見直し（Ａコース、Ｂコース）（１）運行形態の見直し（Ａコース、Ｂコース）

分かりにくい・・・
・周り方によって、ルートが異なる。
・時間帯によってルートが異なる

分かりやすい！
・常に両方向とも同一のルートを経由

分かりやすい
ルートに見直し

施策施策44－－66

【ルート見直しイメージ】



燕三条駅を結ぶ
循環バスを設定

燕三条駅周辺

【新たな運行ルートイメージ】



p98p98

・現状の割引サービスは回数券のみ
→定期券を導入することで、固定客を確保

・環境定期券制度の導入
→定期券所持者と同時に利用することで、家族の利用料金を割り引く制度

（２）定期券の導入（２）定期券の導入

【環境定期券制度(伊予鉄道の事例)】

資料）伊予鉄道株式会社ＨＰ

施策施策44－－66

(通常150円) (通常80円) (通常150円)



p99p99

■公共交通マップの作成
・利用したいけど、利用の仕方がわからない市民をターゲット
・地区、目的別に必要最小限の情報提供

■公共交通総合案内サービスの充実
・バス、鉄道に関する情報サービスの連携により、総合的な
情報サービスを充実させる。

・インターネットなどの新たな情報提供システムの構築

施策施策55－－11 公共交通に関するＰＲ公共交通に関するＰＲ

〔公共交通総合案内サービスの充実〕

・公共交通総合案内検索システム

〔公共交通利用に関する疑問〕
・○○に行きたいのだが、どのバ
スを乗ればよいのか？ など

〔公共交通利用に関する疑問〕
・○○に行きたいのだが、どのバ
スを乗ればよいのか？ など

情報収集

利用

インターネット

・多様な公共交通の情報案内

既存の案内所

【公共交通総合案内サービ
スの充実の考え方】



p100p100

■施策と連動したモビリティマネジメントの実施
・利便性向上に向けた公共交通施策の実施合わせて、ＴＦＰ等を実施

施策施策55－－22 モビリティマネジメントの実施モビリティマネジメントの実施

■その他実施案
・公共交通に関するイベント(シンポジウムなど)の開催
・車の利用を控えるノーマイカーデーを実施
・学校におけるモビリティマネジメントの実施 など

公
共
交
通
利
用
者
数

公共交通サービス

現状
施策の実施

ＴＦＰなどの
モビリティマネジメント
の実施

※ＴＦＰ(トラベル・フィードバック・プログラ
ム)とは

アンケートなど複数回の個別的なやりと
りを通じて、対象者の交通行動の自発的
な変容を期待する施策

【考え方】



p101p101

■公共交通サポーターの募集
・サポーター(市民)と運行に関わる関係機関との双方向の情報交換と支援に向け
た仕組みづくり

施策施策55－－33 公共交通を支える住民組織への支援公共交通を支える住民組織への支援

市 民

行政、交通事業者など関係機関

公共交通サポーター登録者
（地域コミュニティなど）

・公共交通に関する情報提供
・提案に対する可能性の検討と実施
・サポーターの自発的な支援活動に
対する技術、費用面の支援

・公共交通に関する提案
・自発的なバス待ち環境改善等
の実施

バス停をきれい
にしたい！

○○線の朝の便は、いつ
も満員で困っているので、
増便してほしい！

【公共交通サポーターズ制度の仕組み】

双方向の情報交換
と支援



p102p102

■対象地区
・三条地区「ぐるっとさん」の沿線地域や公共交通空白地域

■住民がバスを走らせる仕組みづくり

施策施策55－－44 地域住民が主体地域住民が主体((運営・運行計画運営・運行計画))となったとなった
コミュニティバスの運行コミュニティバスの運行

・学識経験者
・三条市
・国(北陸信越運輸局)
・既存交通事業者
など

バス運行に向けた
リーダー組織

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ、企業、学校など

～地域住民～
～サポート体制～

相談

支援

連携

【連携サポート体制】



8.3 8.3 社会実験計画社会実験計画

（p104～112）



8.3.28.3.2社会実験の流れ社会実験の流れ p104p104

施策実施の具体案

実施計画の策定

実験準備およびＰＲ・広報

実験実施

実証実験に向けた調査の実施

施策の見直し・改善

本格実施or中止



社会実験施策社会実験施策の抽出の抽出

抽出の視点

社会実験１ 下田地区における公共交通利便性向上実験

社会実験３ 井栗地区における住民バス運行実験

社会実験２ 循環バス「ぐるっとさん」の利便性向上実験

○運行規模が大きく、恒久的な実施にあたって、
実証運行による採算性などの検証が必要な施策

○課題解決の緊急性が高い項目に関わる施策

○重点施策の実施方針



p106p106

社会実験１ 下田地区における公共交通利便性向上実験

【目的】
下田地区における、高齢者・学生の生活交通確保と

公共交通利便性の向上を図る。

【内容】
○施策４－３
高齢者に対応した“ドアツードア”デマンド乗合タクシー

○施策４－４
東三条～八木ヶ鼻温泉線にアクセスするデマンドバス

○施策４－５
長沢駅跡～三条市内高校ライナーバス



運行時間帯、料金、運行本数、導入する車両
などの具体案は計画書Ｐ106参照



p108p108

社会実験２ 循環バス「ぐるっとさん」の利便性向上実験

【目的】
循環バス「ぐるっとさん」のＡ・Ｂコースを潜在需要への

対応として、学生をターゲットにした運行時間帯、ルートを
見直し、三条中心部の公共交通の利便性向上を図る。

【内容】
○施策４－６

Ａ・Ｂコースの運行時間帯およびルートの見直し
燕三条駅経由の路線を新設
定期券の導入



新規路線(案)
（北・南ルートのバ

ス停を活用）

・既存路線のルート見直し
※具体ルートは今後検討

・朝夕を中心にした運行本
数の増強

運行時間帯などの具
体案は計画書Ｐ108
参照



p109p109

社会実験３ 井栗地区における住民バス運行実験

【目的】
井栗地区において、地域住民が自ら考えバスを運行すること

で、地域内の小中学生や高齢者の生活交通を確保する。

【内容】
○施策５－４
井栗地区における地域が主体となったコミュニティバス
の運行

○施策４－６
循環バス「ぐるっとさん」北コースの見直し検討



運行時間帯などの具体案は計画書
Ｐ109参照
※地域懇談会において詳細を検討

運行ルート(案)
(循環バス「ぐるっとさん」
の北コースバス停を活用)



8.3.3(3) 8.3.3(3) 社会実験社会実験に向けた事前に向けた事前調査調査 p110p110

〔調査の実施〕
●調査種類：住民アンケート調査

グループインタビュー調査 など
●設問内容
・移動実態(1日の行動パターン)
・実験案に対する利用意向 など

・利用者の推計→採算性の検証
・導入（社会実験）前との効果比較
・社会実験具体案の見直し等



8.3.3(4) 8.3.3(4) 社会実験計画のＰＲ・広報活動社会実験計画のＰＲ・広報活動 p110p110

媒体・手法 内 容

チラシ 実施地区での全世帯配布

ポスター バス停、公共施設等に掲示

インターネット 三条市のＨＰの活用

電子メール 三条市のメルマガ配信を活用

広報誌 広報「さんじょう」

無料参加の実施 社会実験当初は利用料を無料 ⇒ 気軽に実体験

ＰＲ・広報活動（案）



8.3.3(5)8.3.3(5)社会実験の評価社会実験の評価 p105p105

実験の評価に向けた検証内容（案）

検証内容 検証項目 把握に必要な調査

社会参加の機会の増加 外出回数 利用者アンケート調査

送迎負担の軽減 家族の送迎回数 住民アンケート調査

バスの定時性向上 バスの旅行速度 バスの旅行速度調査

バス待ち時間の減少 利用者のバス待ち時間 利用者アンケート調査

健康増進 利用者の意見 利用者アンケート調査

地球環境の保全 マイカー利用者数
二酸化酸素排出量

利用者アンケート調査
交通量調査
旅行速度調査

採算性 利用者数
収入と支出のバランス

利用者数調査

事業効果



8.3.3(6)8.3.3(6)検討実施体制検討実施体制 p112p112

利用者
住民、住民組織
企業
商工会 など

交通事業者
道路管理者
交通管理者
など

ア
ド
バ
イ
ザ
ー(

学
識
経
験
者
な
ど)

三条市地域公共交通協議会

連携

三条市

○○地区 地域公共交通協議会 分科会

連携

連携

連携

連携
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